
R7.4.1～

①１回の発注が100万円以上については、事
務部へ依頼する。

②１回の発注が100万円未満については、教
職員から直接業者へ発注可能である。

検収センターで現品確認して検収印を押印す
る。

発注者は、発注者欄に押印（又はサイン）す
る。

事務部は、納品書に基づき納品検収の押印
を確認の上、支払処理を行う。
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